
愛知県における体制整備状況及び
今年度の取組について
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１ 成年後見制度利用促進に係る体制整備状況について



（１）中核機関の整備状況（令和６年７月１日現在）

１ 成年後見制度利用促進に係る体制整備状況について

中核機関・成年後見センター
未設置 3市町村

成年後見センター設置済み
6市町村
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中核機関設置済み 45市町村
うち単独設置 23市町村

広域設置 22市町村

尾張東部権利擁護支援センター

尾張北部権利擁護支援センター

海部南部権利擁護支援センター

知多地域権利擁護支援センター



（２）中核機関・成年後見センター 市町村別一覧表
１ 成年後見制度利用促進に係る体制整備状況について

作成：愛知県社会福祉協議会地域福祉部
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名古屋市 名古屋市成年後見あんしんセンター 社協

瀬戸市

尾張旭市

豊明市

日進市

長久手市

東郷町

小牧市

岩倉市

大口町

扶桑町

春日井市 春日井市高齢者・障がい者権利擁護センター 社協

江南市 江南市成年後見センター 社協

一宮市 令和６年度中設置予定 （社協）

犬山市 犬山市成年後見センター 行政

稲沢市 稲沢市成年後見センター 社協

清須市 清須市成年後見支援センター 社協

北名古屋市 北名古屋市権利擁護支援センター 行政

豊山町 豊山町成年後見センター 社協

津島市 津島市成年後見センター　（令和６年７月１日設置） 行政

愛西市 愛西市権利擁護支援センター 社協

弥富市

蟹江町

飛島村

あま市 あま市権利擁護センター 行政

大治町 おおはる成年後見支援センター 社協

市町村名

NPO法人
尾張北部権利擁護支援センター

NPO法人
海部南部権利擁護センター

名称
設置
形態

広域
NPO

広域
NPO

広域
NPO

NPO法人
尾張東部権利擁護支援センター

半田市

常滑市

東海市

知多市

阿久比町

東浦町

南知多町

美浜町

武豊町

大府市 大府市成年後見センター 行政

豊田市 豊田市成年後見支援センター 社協

知立市 知立市成年後見支援センター 社協

幸田町 幸田町成年後見支援センター 社協

岡崎市 岡崎市成年後見支援センター 社協

碧南市 碧南市成年後見支援センター 社協

刈谷市 刈谷市成年後見支援センター 社協

安城市 安城市成年後見センター 社協

西尾市 西尾市成年後見センター 社協

高浜市 高浜市権利擁護支援センター 社協

みよし市 みよし市成年後見支援センター 社協

豊橋市 豊橋市成年後見支援センター 社協

豊川市 豊川市成年後見センター 社協

蒲郡市 蒲郡市成年後見センター 社協

田原市 田原市成年後見センター 社協

新城市 新城市権利擁護支援センター 社協

設楽町 設楽町権利擁護支援センター 社福法人

東栄町

豊根村

NPO法人
知多地域権利擁護支援センター

広域
NPO

名称
設置
形態

市町村名
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２ 県の取組について



２ 県の取組について
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高齢福祉課の取組

（１）担い手の確保・育成
市民後見人等養成研修

（２）普及・啓発
市民後見普及啓発セミナー

（３）市町村に対する体制整備支援
成年後見利用連携・相談体制整備事業



（１）担い手の確保・育成
２ 県の取組について（高齢福祉課）
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市民後見人等養成研修
【目的】
① 「市民後見人」のみならず、ボランティア等市民の立場で地域の権利擁
護に関わる様々な人たちの養成の場としての機会の提供

② 人口規模が小さく社会資源が乏しいことなどにより、単独で市民後見人
の養成を行うことが難しい市町村の補完

【実施方法】
講義動画の配信
※グループワークを伴う科目についてはオンライン実施

【実施期間】
令和６年１０月から令和７年１月まで（講義動画配信期間）

【カリキュラム】
（特非）地域共生政策自治体連携機構が、令和５年３月に取りまとめた「市

民後見人養成のための基本カリキュラム」《次頁》

【委託先】
（株）東京リーガルマインド（企画競争により決定）



（１）担い手の確保・育成
２ 県の取組について（高齢福祉課）
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単位
（時間）

科目名種類№

2市民後見概論基礎研修1

3意思決定支援基礎研修2

5対象者理解基礎研修3

3

成年後見制度の基礎
・成年後見制度概論
・成年後見制度各論I 
・成年後見制度各論Ⅱ基礎研修4

0.5
成年後見制度の基礎
・権利擁護支援と市町村責任

2民法の基礎基礎研修5

5関係制度・法律（Ⅰ）基礎研修6

2

関係制度・法律（Ⅱ）
・生活保護制度
・公的医療保険制度
・年金保険制度基礎研修7

1
関係制度・法律（Ⅱ）
・税務申告制度
・消費者保護

1市民後見活動の実際

基礎研修8
1市民後見活動の実際（現役報告）

単位
（時間）

科目名種類№

2.5対人援助の基礎実践研修9

5.5
映像による後見活動等に関する
学習

実践研修10

1.5家庭裁判所の実際実践研修11

5成年後見の実務実践研修12

5課題演習実践研修13

2市町村・地域の現状補講14

3レポート作成15

愛知県市民後見人等養成研修カリキュラム



（１）担い手の確保・育成
２ 県の取組について（高齢福祉課）
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【研修修了者の活躍の場について】
研修を修了した方が、習得した知識を生か

した活動につながるよう、市民後見人候補者
のみならず、各市町村において本研修修了者
の活躍の場を検討し、県が指定する様式
（「活躍の場」紹介シート）により作成の上、
提出してもらうこととしています。

なお、「活躍の場」紹介シートは、県の
ウェブサイトに全市町村分を掲載することと
しています。

※画像はイメージです。



（２）普及・啓発
２ 県の取組について（高齢福祉課）
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市民後見普及啓発セミナー
【目的】
認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加により、成年後見制度の必要性が一層

高まる中、専門職後見人のみならず市民後見人を含めた支援体制を構築する必要
があることから、成年後見制度や市民後見人の役割に対する県民の認知度を高め、
権利擁護人材の確保につなげる。

【令和６年度の方針】
ア 開催時期

令和７年１月頃を予定
令和６年10月頃 企画競争入札による受託者決定

11月頃 セミナー内容決定
令和７年１月頃 セミナー開催

イ 開催方法
集合型開催＋オンラインによる動画配信（予定）

ウ 対象者
市民後見人や権利擁護支援について関心のある方
（細かい条件は設定せず、また、原則参加したい方はどなたでも参加可能とする。）



（２）普及・啓発
２ 県の取組について（高齢福祉課）
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エ 内容
（ア）成年後見制度や市民後見に関する専門家による講演

《登壇者：専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士等）》
（イ）県内の中核機関職員や現役の市民後見人を交えたパネルトーク

《登壇者：市民後見人の養成に取り組んでいる中核機関の職員、
現に活躍している市民後見人》

（ウ）市民後見人養成研修の案内
《登壇者：県職員》

オ ご協力いただきたいこと
（ア）セミナー開催に係る周知

（県から各関係機関にチラシを発送します。）
（イ）講師やパネラーとしてのご登壇

（実際にお願いさせていただく場合、あらためてご連絡いたします。）



（３）市町村に対する体制整備支援
２ 県の取組について（高齢福祉課）
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成年後見利用連携・相談体制整備事業
【目的】
中核機関等に対する専門的相談支援、中核機関の整備及び専門職との連携強化

や後見人支援等といった機能拡充に向けた個別支援、市町村職員等への研修実施
等を通じて、市町村の成年後見制度利用促進の体制整備を総合的に支援する。

【事業内容】
（１）成年後見制度の利用促進に関する市町村・中核機関からの相談対応
（２）アドバイザー派遣による市町村の個別支援

・「体制整備アドバイザー」の派遣による、中核機関の設置や機能拡充に向
けた市町村への個別支援及び県又は市町村が別途実施する市民後見人等養
成研修を修了した者の活躍に関する支援

・「権利擁護支援アドバイザー」の派遣による、後見人等が困難事案（虐待、
生活困窮、消費者被害等）に直面した際、市町村や中核機関が適切にサ
ポートするための助言・支援

（３）成年後見業務を担当する市町村及び中核機関職員向けの研修の開催
・開催時期 令和７年１〜２月頃
・対象者 県内市町村、市町村社協及び中核機関・成年後見センター職員

地域包括支援センター、障害者相談支援事務所の職員 等



２ 県の取組について
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障害福祉課の取組

（１）担い手の確保・育成
法人後見実施団体養成研修

（２）普及・啓発
成年後見制度利用推進研修



（１）担い手の確保・育成
２ 県の取組について（障害福祉課）
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法人後見実施団体養成研修
【目的】
比較的長期間にわたる制度利用が想定される障害者や、支援困難な事案への対

応などの観点から、法人後見の推進への期待が高まっている。また、成年後見制
度においても「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」が示されるな
ど、意思決定支援の理解促進が求められている。
このような成年後見制度をめぐる情勢や実情を踏まえ、県内の更なる法人後見

の推進を図る。

【開催日時】
令和６年１０月８日（火）午前１０時００分から午後４時３０分まで

【対象者】
法人後見に関心のある県内法人後見未実施団体の職員
県内法人後見実施団体の職員
成年後見センター、権利擁護支援センターの職員
社会福祉協議会の職員
市町村担当職員（成年後見制度担当職員以外も含む）
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講師等研修科目
特定非営利活動法人
尾張東部権利擁護支援センター
住田敦子 氏

成年後見制度の基礎理解と法人後見の役割
意思決定支援の基本的考え方

名古屋家庭裁判所後見センター法人後見実施団体を
選任する際の考慮要素について

社会福祉法人
愛知県社会福祉協議会
中上陽子 氏

情報提供①
愛知県内の成年後見制度の取組状況

社会福祉法人百千鳥福祉会
竹田晴幸 氏

情報提供②
社会福祉法人による法人後見の取組

各講師情報交換会（グループワーク）
法人後見の普及に向けた検討

（１）担い手の確保・育成
２ 県の取組について（障害福祉課）

法人後見実施団体養成研修 カリキュラム（予定）



（２）普及・啓発
２ 県の取組について（障害福祉課）
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成年後見制度利用推進研修
【目的】
日頃より障害者と接し支援を行う障害者福祉施設従事者等を対象として、
制度の周知や、障害者の権利擁護に係る意識向上を図るために実施する。

【令和６年度の方針】
ア 開催時期

令和６年１２月頃（名古屋市内）、令和７年１月頃（岡崎市内） 計２回
イ 開催方法

愛知県障害者虐待防止・権利擁護研修の中で実施（集合型研修）
ウ 対象者

障害福祉サービス事業所等の設置者、管理者、サービス管理責任者、従事者等
エ 講師（予定）

特定非営利活動法人知多地域権利擁護支援センター
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３ 資料



（１）成年後見制度の利用者数の推移

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

後見 7,396 7,504 7,504 7,457 7,454

保佐 1,474 1,612 1,641 1,763 1,763

補助 527 569 603 610 610

任意後見 128 134 135 155 155

合計 9,525 9,819 9,883 9,985 9,982

128 134 135 155 155527 569 603 610 610 
1,474 1,612 1,641 1,763 1,763 

7,396 7,504 7,504 7,457 7,454 

9,525 9,819 9,883 9,985 9,982 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

※１数値は名古屋家庭裁判所からの情報提供による。
※２「成年後見制度の利用者」とは、後見、保佐または補助開始の審判がされ、現に成年後見人等による支援を受けて

いる成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに任意後見監督人選任の審判がされ、現に任意後見契約が効力を生
じている本人をいう。

３ 資料
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・令和５年の愛知県における成年後見制度の利用者は9,982人。
・類型別の割合について、成年後見が約74.7％、保佐が約17.7％、補助が約6.1％、任意後見が約1.6％。



（２）成年後見人等と本人との関係

27.3% 24.5% 29.4%
22.7% 22.2%

56.7% 58.4% 52.3% 60.1% 60.7%

2.9% 4.4% 3.4% 3.7% 3.0%
0.5% 0.6% 0.8% 0.4% 0.8%

12.6% 12.1% 14.1% 13.1% 13.3%
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令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

親族 専門職 社会福祉協議会 市民後見人 その他

※名古屋家庭裁判所から提供を受けた情報を元に作成。

３ 資料
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・親族後見人が選任される割合が減少傾向にある一方、第三者後見人のうち専門職後見人の割合が
増加傾向にある。

・市民後見人、社会福祉協議会その他の第三者後見人の割合は横ばい傾向。



（３）市町村長申立て件数の推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

高齢者の実施件数 215 224 230 215 229

知的障害者の実施件数 36 22 33 25 31

精神障害者の実施件数 27 31 52 26 25

合計 278 277 315 266 285

215 224 230 
215 

229 

36 22 33 25 31 27 31 
52 

26 25 

278 277 
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※１「成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査（厚生労働省）」の調査結果より引用。
※２各数値はそれぞれ老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条

の11の2の規定に基づく審判請求の件数。

３ 資料

20

・市町村長申立て全体の件数は概ね横ばいであるが、今後さらなる高齢化の進行や、身寄りのない高
齢者の増加といった社会課題を背景に、より一層需要が高まることが予想される。


